
＜WGで主張した航空連合の考え方（要旨）＞
①空港グランドハンドリング業における適正取引推進の意義・目的は
「航空安全・安全運航の確保」であることの明記

②航空会社とグラハン事業者との取引における独占禁止法の適用に関する
厳格な対応の明記

③本ガイドラインの趣旨が反映された「チェックリスト」の策定および
関係事業者間における実務上の活用

航空連合の考え方を説明する小林会長（左から4人目）

10月29日（水）、「第３回 空港グランドハンドリング事業における
適正取引等推進のためのガイドライン策定に向けたワーキンググループ
（WG）」が開催され、国土交通省航空局によるガイドライン案が示さ
れました。小林会長は、ガイドラインの実効性を高める観点から航空
連合の考え方を強く発信し、成案に向けて反映を求めました。
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～実効性を高める観点から強く意見発信！～

国の適正取引ガイドライン案が示される！

坂元 慎平
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